
（１）手話言語条例等の特徴の確認

（２）（１）の整理点と箕面市の現条例案を比較

（３）箕面市の条例に必要な点を考える

R2.11.13（仮称）箕面市手話言語及び多様な意思疎通のための手段の利用促進条例部会【資料２】

本日

次回以降

案件２：他自治体の手話言語条例等について

確認と検討の流れ

　（４）多様なコミュニケーション条例等の特徴の確認

　（６）箕面市の条例に必要な点を考える

　（５）（４）の整理と箕面市の現条例案を比較


